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広報 
平成21年 
（2009年） 4.15

市 の 人 口●128,245人（＋705人） 
　　　　　　男65,400人　女62,845人 
市の世帯数●52,952世帯（＋684世帯） 
平成21年３月１日現在（　）は前年同月との増減 

【座間市のお知らせ】№831
●固定資産税の評価替え（2面） 
●みんなの健康（3面） 
●平成21年度当初予算（4・5面） 
●ざまインフォメーション（6・7面） 
●公共下水道区域が広がります（8面） 
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ハーモニーホール座間・市役所 ハーモニーホール座間・市役所 

市
緑
化
祭
り
会
場 

（
か
に
が
沢
公
園
） 

来場者駐車場 
（臨時駐車場） 

※
駐
車
場
の
利
用
は
午
後
二
時
三
十
分
ま
で
で
す
。 

※
駐
車
場
の
収
容
台
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
来
場
の
際
に
は
公
共
の
交
通
機
関

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

来
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車
場 

（
座
間
中
学
校
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N

式典・メイン会場プログラム 式典・メイン会場プログラム 
時　　間 
9:30～10:00 
10:10～10:40 

10:45～11:15 
 

11:15～11:30 

11:30～12:00
 

 
12:00～12:10 
12:10～12:40 
12:40～12:55 
12:55～13:10 
13:10～13:40 
13:45～14:00
※都合により時間や内容が変更になる場合があります。 

内　　　　　　　　　容 
開会式・植樹式 
吹奏楽演奏（東中学校吹奏楽部） 
一輪車パレード・マーチングバンド演奏 
（相武台・相模野一輪車クラブ、市少女マーチングバンド） 
祭ばやし（芹沢はやし連） 
メイポールダンス（ボーイスカウト・ガールスカ 
ウト座間連絡協議会） 
ひまわりキャンペーンミニライブ（座間市商店会連合会） 
レクリエーションダンス（あぜみち会） 
祭ばやし（芹沢はやし連） 
鳴子おどり（ひばり鳴子隊） 
マジックショー（座間マジック同好会） 
閉会式 

さ
わ
や
か
な
新
緑
の
季
節
を
迎
え
、
今
年
も

「
育
て
よ
う
広
げ
よ
う
花
と
緑
の
あ
ふ
れ
る
座
間

へ
」
を
テ
ー
マ
に
緑
化
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
祭
り
は
、
市
と
緑
化
祭
り
推
進
協
議
会
が

協
働
で
開
催
し
て
い
る
も
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん

と
緑
あ
ふ
れ
る
明
る
く
住
み
良
い
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
、
か
に
が
沢
公
園

へ
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

担
当

緑
化
祭
り
実
行
委
員
会
事
務
局

（
公
園
緑
政
課
内
）

�
０
４
６（
２
５
２
）７
２
２
１

�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

W
C

WC
WC

メイン会場 � 

� � 
� 

� 

� 

� � 	 


 

� � 
 � 

� 

ステージ 

自転車� 

自
転
車
�
 

バイク 
� 

移動 
交番 

露店商 
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至相武台前駅 

会場案内 かにが沢公園 N

� 本部

� 菊販売・緑の相談室

� 山野草

� 手作り花器

� さつき展示

� 植木市

� アレンジメント教室

� ポット苗販売

	 飲食物販売


 スカウト展

� バザー

� 野菜市

 ひまわり市

� 座間青年会議所コーナー

� 環境PRコーナー

【自然観察会】
○受　付　本部前　午前10時10分～
○出　発　午前10時30分
○内　容　県立谷戸山公園周辺の散策
（予定）

【ポット苗販売】
二鉢100円（一人二鉢まで）
※ポット苗の売り上げは、緑地保全基
金に募金します。
【その他】
緑の相談室、山野草・さつきの展示、
アレンジメント教室、植木市、飲食物
販売、バザー、野菜市など



広報ざま【座間市のお知らせ】No.831 平成21年（2009年）４月15日２

平
成
二
十
一
年
度
の
土
地

（
宅
地
）
の
評
価
替
え
で
は
、

二
十
年
一
月
一
日
を
価
格
調
査

基
準
日
と
し
て
、
地
価
公
示
価

格
の
七
割
を
め
ど
に
、
評
価
額

の
基
礎
と
な
る
路
線
価
な
ど
を

見
直
し
、
評
価
の
均
衡
化
と
適

正
化
を
図
り
ま
し
た
。

十
八
年
度
の
評
価
替
え
以

降
、
全
国
の
都
市
圏
で
は
地
価

の
上
昇
傾
向
が
続
き
、
価
格
調

査
基
準
日
時
点
の
地
価
公
示
価

格
は
、
前
年
に
引
き
続
き
上
昇

し
ま
し
た
。
ま
た
、
市
内
の
地

価
も
同
様
に
上
昇
傾
向
で
し

た
。
こ
の
こ
と
に
基
づ
き
、
今

回
は
、
地
価
の
上
昇
を
評
価
額

に
反
映
さ
せ
た
見
直
し
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
街
化
区
域
農
地
な

ど
、
宅
地
の
価
格
を
基
準
に
し

て
評
価
す
る
土
地
に
つ
い
て

も
、
基
準
と
な
る
土
地
の
評
価

の
見
直
し
に
伴
い
、
同
様
に
評

価
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
八
年
度
の
評
価
替
え
に
伴

い
、
宅
地
な
ど
に
係
る
固
定
資

産
税
の
税
負
担
の
調
整
措
置
に

つ
い
て
、
納
税
者
に
分
か
り
や

す
い
制
度
に
見
直
し
が
図
ら
れ

ま
し
た
。
今
回
の
評
価
替
え
で

も
、
こ
の
調
整
措
置
は
継
続
さ

れ
ま
す
。

ま
た
、
負
担
水
準
（
二
十
一

年
度
の
評
価
額
に
対
す
る
二
十

年
度
の
課
税
標
準
額
の
割
合
）

が
低
い
宅
地
な
ど
に
つ
い
て
、

課
税
の
公
平
の
観
点
か
ら
、
均

衡
を
い
っ
そ
う
促
進
す
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
左
記

「
固
定
資
産
税
の
算
出
方
法
」

参
照
）。

二
十
一
年
度
の
評
価
替
え
か

ら
、
市
街
化
調
整
区
域
内
で
駐

車
場
や
資
材
置
場
な
ど
に
利
用

し
て
い
る
雑
種
地
の
評
価
方
法

を
、
標
準
宅
地
の
価
格
に
準
じ

た
評
価
に
変
更
し
ま
す
。
こ
の

た
め
、
二
十
年
一
月
一
日
時
点

で
、同
区
域
内
の
標
準
宅
地
と
、

駐
車
場
や
資
材
置
場
な
ど
に
利

用
し
て
い
る
雑
種
地
に
つ
い
て

不
動
産
鑑
定
に
よ
る
評
価
を
実

施
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
に
基

づ
き
、
評
価
額
の
算
出
式
を
定

め
ま
し
た
（
左
記
「
市
街
化
調

整
区
域
内
の
雑
種
地
の
評
価
額

の
算
出
式
」
参
照
）。

家
屋
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

八
基
準
か
ら
三
年
間
の
建
築
物

価
の
動
向
や
工
法
の
変
化
を
反

映
し
て
、
再
建
築
費
評
点
基
準

表
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
新
築

家
屋
は
新
基
準
表
に
よ
り
評
価

し
ま
す
が
、
在
来
分
家
屋
（
既

に
評
価
さ
れ
て
い
る
家
屋
）
の

評
価
替
え
は
、
評
価
替
え
の
対

象
と
な
っ
た
家
屋
と
同
一
の
物

を
、
評
価
替
え
の
年
度
に
新
築

す
る
と
し
た
場
合
の
建
築
費

（
再
建
築
価
格
）
を
算
出
し
、

家
屋
の
経
過
年
数
に
よ
る
減
点

補
正
な
ど
を
行
い
評
価
し
ま

す
。そ

の
結
果
、
二
十
年
度
の
評

価
額
を
下
回
る
場
合
は
、
下
回

っ
た
価
格
が
二
十
一
年
度
の
評

価
額
と
な
り
、
二
十
年
度
の
評

価
額
を
超
え
る
場
合
は
、
二
十

年
度
の
評
価
額
に
据
え
置
か
れ

ま
す
。

固
定
資
産
税
は
、
一
月
一
日
現
在
で
土
地
、
家
屋
、

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
が
、
市
町
村
に
納
め
て

い
た
だ
く
税
金
で
す
。
平
成
二
十
一
年
度
は
、
こ
れ
ら

の
固
定
資
産
の
う
ち
土
地
と
家
屋
に
つ
い
て
、
三
年
ご

と
に
評
価
を
見
直
し
す
る
評
価
替
え
の
年
度
に
当
た
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
土
地
と
家
屋
の
評
価
替
え
と
、
税

負
担
の
調
整
措
置
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

担
当

固
定
資
産
税
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平成18年度の税制改正によって、より一層の促進が図られた土地の固定
資産税の調整措置が、21年度も引き続き継続されます。このことにより、
税負担の公平化を図るため、負担水準の高い土地は引き下げまたは据え置
き、負担水準の低い土地は税負担を上昇させる調整措置がとられます。
負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで

達しているかを示すものです。下記「負担水準の算出式」により負担水準
を求め、これを「表Ｂ」に当てはめて課税標準額を算定し、下記「税額の
算出式」のとおり、税率を乗じて税額を算出します。
固定資産税と都市計画税は、税率と特例率が異なりますが、課税標準額

の算定は同じです。

固定資産税の税額＝課税標準額×税率（1.4％）
都市計画税の税額＝課税標準額×税率（0.2％）

税額の算出式

■課税標準額の特例措置
住宅用地、市街化区域農地については、税負担を特に軽減する必要から、

課税標準額の特例措置が適用されます。

＜特例率＞（表A） 

特
例
率 

固定資産税 

都市計画税 

区　　分 

１／６ 

１／３ 

１／３ 

２／３ 

小規模住宅用地 
（住宅１戸について 
　　200㎡以下の土地） 

一般住宅用地（住宅１戸に
ついて200㎡を超える部分の
土地）と市街化区域農地 

＜宅地等の課税標準額＞（表B） 
負担水準 

住宅用地等（注１） 
※表Ａの特例率を 
適用 

商業地等の宅地など 
（注２） 
※特例率の適用なし 

100％以上 

80％未満 

60％未満 

80％以上　　 
　　100％未満 

60％以上　　 
　　70％以下 

平成21年度課税標準額 

70％超 

21年度評価額×「特例率」 

21年度評価額の70％ 

20年度の課税標準額（据え置き） 

20年度課税標準額＋（21年度評価額
×「特例率」）×５％ 
※上記の額が21年度評価額に「特例
率」を乗じて得た額の80％を上回る
場合は80％相当額とし、20％を下回
る場合は20％相当額となります。 

20年度課税標準額＋21年度評価額×
５％ 
※上記の額が21年度評価額の60％を
上回る場合は60％相当額とし、20％
を下回る場合は20％相当額となりま
す。 

注１ 「住宅用地等」とは、「住宅用地（小規模住宅用地、一般住宅用地）」と
「市街化区域農地（生産緑地地区内の農地、介在農地を除く）」のことです。
注２ 「商業地等の宅地など」とは、「市街化区域内の住宅用地以外の宅地（店
舗・工場用地など）、介在農地、山林、原野、雑種地など」と「市街化調整区域
内の住宅用地以外の宅地、利用雑種地（駐車場など）」のことです。

家屋の場合は、評価額が課税標準額となります。税率は土地と同じで、
固定資産税が1.4％、都市計画税が0.2％です。

1 土地の固定資産税・都市計画税

2 家屋の固定資産税・都市計画税

Ｑ　年の途中に土地や家屋を売買して所有者が変わった場合、納税通知書は誰に送ら
れるのですか。

Ａ　税を納めていただく方は、１月１日（賦課期日）現在の所有者です。従って、１
月２日以降に所有者が変わっても、納税通知書は１月１日の所有者に送付されます。

Ｑ　評価額が変わっていない場合でも土地の税額が上がるのはなぜですか。
Ａ　土地の税額を算出するための課税標準額は、原則として評価額と同額です。しか
し、土地の評価額が地価公示価格のおおむね７割とすることとなった平成６年度の
評価替え時に評価額が大きく上昇しました。そのため、税負担の急増を避けるのに、
課税標準額を段階的に評価額に近づけていく措置がとられました。このことにより、
評価額が変わっていない場合でも、課税標準額が評価額に達していない土地につい
ては、税額が上がることがあります。

Ｑ　地価が下落しているのに、今年度（平成21年度）の固定資産税の土地の価格（評
価額）が前年度より横ばいまたは上昇しているのはなぜですか。

Ａ　今年度は、３年に一度の評価替えの年度に当たりますが、３年前の18年度の評価
替え以降、全国の都市圏では、「ミニバブル」といわれるほどの地価の上昇傾向が
続き、市内でも地価は、これまでの下落傾向から上昇に転じました。今年度の土地
の評価替えは、価格調査基準日が平成20年１月１日のため、市内の全域で地価が横
ばいで推移または上昇した中での評価となりました。このため、土地の価格は、前
年度より高くなっている場合があります。
価格調査基準日以降、地価は下落傾向となっています。そのため土地の価格は、

評価替え年度の価格から３年間据え置くことが原則ですが、このまま地価の下落が
続き、価格を据え置くことが適当ではないときは、次年度以降、土地の価格の下落
修正をします。

Ｑ　最近建てた家屋の税額が急に上がったのはなぜですか。
Ａ　一般の新築住宅については、新たに課税される年度から３年間（３階建て以上の
中高層耐火住宅などは５年間）、固定資産税額の２分の１に相当する額が減額され
ます。その減額期間が経過した場合には本来の税額になり、税額が上がることにな
ります。

評価額＝（標準宅地の価格×比準割合（30％）－造成費）×地積
※造成費とは、農地などから宅地へ転用する場合の、通常の必要経費のこ

とです。

市街化調整区域内の雑種地の評価額の算出式

負担水準の算出式

平成20年度課税標準額
平成21年度評価額（×特例率（1/6または1/3））

＝（ ）×100（％）
（表A）

平成20年度課税標準額
平成21年度評価額（×特例率（1/3または2/3））

＝（ ）×100（％）
（表A）

●固定資産税の「負担水準」

●都市計画税の「負担水準」



▽とき＝随時▽ところ＝市役所１階保健医療課▽内
容＝食事療法や健康全般についての栄養士・保健師に
よる相談▽持ち物＝健康手帳（お持ちでない方には当
日発行）▽申込方法＝電話で担当へ

▽とき＝４月20日（月）午前９時30分～10時30分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝身体測定、
尿検査、血圧測定、体脂肪測定と相談▽持ち物＝健康
手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽受付時間＝午後１時15分～２時15分（時間厳守）▽
ところ＝市民健康センター▽対象＝３カ月～７歳６カ
月未満（なるべく１歳６カ月までに）

▽とき＝４月17日（金）、５月１日（金）
いずれも午後１時15分～２時15分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康
センター▽対象＝平成21年１月生まれ
（対象者には個人通知します）と対象月
に受けられなかった６カ月未満児

▽とき＝４月30日（木）午前
10時～11時30分▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝新し
い友達をつくりたい保護者の
ための教室。赤ちゃんと楽し
く遊ぶ▽対象＝３カ月～４カ月児と保護者▽定員＝30
人（申込順）▽持ち物＝母子健康手帳、バスタオル▽
申込方法＝電話で担当へ
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保 予 保健医療課 

対　象 
と　　き 

２・７月生まれ 
６月生まれ 
12月生まれ 
８月生まれ 
９月生まれ 

 
４月15日（水） 
４月22日（水） 
４月24日（金） 
４月28日（火） 

 
４月20日（月） 
４月23日（木） 
４月27日（月） 
４月30日（木） 

４月16日（木） 
１日～15日生まれ 16日～末日生まれ 

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

内　科 

外　科 
小児科 

（外科系を除く） 

消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

 
�０４６（２５２）９０９０ 

 

 
�０４６（２５５）９９３３ 

◆深　夜 
診療科目 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 
小児救急情報センター�０４６（２５５）９９３３でご確認ください。 午後10時～翌日午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌日午前８時 

※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。 
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。 

受付時間 
◆休日（日曜日・祝日）昼間 
診療科目 電話番号 診療場所 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 
小児科 

（外科系を除く） 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 
午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 

 

�０４６（２５５）９９３３ 

受付時間 

消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

予ポリオ投与

予BCG接種

保なかよしベビークラス

保健康相談 保個別健康相談

４月１日現在、市内在住の20歳以上の女性と40歳
以上の男性に「各種がん検診・成人歯科健康診査・
肝炎ウイルス検診のお知らせはがき」を送付します
（５月初旬ごろ発送予定）。受診希望者はお申し込み
ください。実施期間と対象者、受診料は右表のとお
りです。その他詳細は、「保健衛生のお知らせ」や
通知はがき、市ホームページをご覧ください。

○申込方法　届いたはがきの中央部分の申し込み用
はがきに必要事項を記入し、50円切手を張って９
月30日（水）までに返送

○受診方法　各診査用書類と市指定医療機関の一覧
を６月初旬から順次送付しますので、指定医療機
関に受診日時を予約し、あらかじめ診査用書類に

肺がん検診 
前立腺がん検診 

子宮がん検診（施設）
 

 

肝炎ウイルス検診
 

 
乳がん検診（施設） 

成人歯科健康診査 

 
 

６月下旬～12月28日（月） 
 
 
 
６月下旬～平成22年２月 
６月１日（月） 
～12月28日（月） 

40歳以上の方 
50歳以上の男性 

20歳以上の女性 
 
40歳の方、 
未受診の受診希望者 
30歳以上の女性 

40歳～70歳の方 

1,000円 
1,000円 
1,700円（頸部） 
2,500円（頸部・体部） 

1,000円
 

 
700円 

500円 

けい 

区　　分 実施期間 対象者（４月１日現在） 受診料 

４月から、介護保険が適用される介護サービスの
一部について、介護報酬（介護サービスを提供した
事業所・施設に支払われる報酬）１単位当たりの単
価が見直されました（表１参照）。
このことに伴い、利用者負担額が変更されます

（表２参照）。現在利用しているサービスの内容が、
３月以前と変わりがなくても、負担額が増える場合
がありますので、ご注意ください。
詳しいサービスの種類や利用者負担額などの確認

は、担当、介護支援専門員（ケアマネジャー）、ま
たは介護サービスを提供する事業所や施設にお問い
合わせください。
担当 長寿介護課

�046（252）7719 �046（252）8238

表１　介護報酬１単位当たりの単価の見直し 

国が指定する地域区分「乙地（座間市を含む）」の場合です。 

表２　利用者負担額の変更例（月額） 
訪問介護（１回につき30分未満で、食事の介助とおむつ交換を月に４回）の場合です。 

介護報酬１単位 
当たりの単価 

 
10.18円 
 

10.12円 

訪問介護・訪問入浴介護・夜間
対応型訪問介護・居宅介護支援
・通所介護など（全10種類） 

訪問看護・訪問リハビリテーショ
ンなど（全９種類） 

介護サービスの種類 
（介護予防サービスを含む） 

３月以前 
介護報酬１単位 
当たりの単価 

 
10.35円 
 

10.28円
 

10.23円 

訪問介護・訪問入浴介護・夜間
対応型訪問介護・居宅介護支援 

介護報酬額9,406円（利用者負担額は941円） 
※介護報酬１単位当たりの単価は10.18円です。 

介護報酬額10,515円（利用者負担額は1,052円） 
※介護報酬１単位当たりの単価は10.35円です。 

訪問看護・訪問リハビリテーショ
ンなど（全５種類） 
通所介護など（全10種類） 

介護サービスの種類 
（介護予防サービスを含む） 

４月以降 

３月以前 ４月以降 

利用者負担は 
111円の増額 

必要事項を記入し持参

歯の健康を守り、いつまでも快適な生活を送って
いただくため、成人歯科健康診査を実施しています。
○受診方法　届いたはがきのあて名の裏面が受診券
になりますので、市指定医療機関に直接予約の上、
受診券を持参

※市指定医療機関については、本紙６月１日号また

は「保健衛生のお知らせ」、市ホームページでご確
認ください。

がん集団検診については、本紙４月１日号に掲載
しましたのでご覧ください。また、「保健衛生のお
知らせ」や市ホームページでもご覧いただけます。
担当 保健医療課

�046（252）7225 �046（252）7043

肺がん・前立腺がん検診

成人歯科健康診査
胃・大腸・子宮・乳がん集団検診



採、樹木診断を行い、桜並木の安全・美観を確
保するほか、相模が丘においては市民団体と協
働で桜並木基本計画を策定します。

○生活環境の保全 2,400万円
○廃棄物対策の推進 15億2,000万円

保健・医療・福祉施
策の充実に努めるとと
もに、少子化対策、子
育て支援についても積
極的に事業を推進し、
だれもが安心して健康
に暮らせる「まち」の実現を目指します。
○健康づくりの推進 ２億2,000万円
○保健衛生の充実 ２億2,500万円

がん検診事業費（5,310万円）
［乳がん視触診検診］30歳から39歳までが対
象であったものを、30歳以上を対象に実施しま
す。
［子宮がん検診］20歳以上を対象に隔年で実
施していたものを、毎年実施します。

行
い
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
第
三
次
総
合
計

画
の
将
来
像
で
あ
る
「
み
な
ぎ

る
活
力
と
や
す
ら
ぎ
が
調
和
す

る
と
き
め
き
の
ま
ち
」
の
実
現

を
目
指
し
、
新
た
に
「
八
つ
の

重
点
目
標
」を
設
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
目
標
に
沿
っ
て
施
策

を
着
実
に
推
進
し
て
い
き
ま
す

の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

担
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財
政
課
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市
の
平
成
二
十
一
年
度
当
初

予
算
が
、
三
月
の
市
議
会
定
例

会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
一
般

会
計
の
予
算
額
は
、
三
百
十
二

億
七
千
二
百
六
十
七
万
五
千

円
。
こ
れ
に
五
つ
の
特
別
会
計

と
水
道
事
業
会
計
の
予
算
を
加

え
た
市
の
予
算
総
額
は
、
五
百

七
十
五
億
七
千
七
百
八
十
七
万

八
千
円
で
、
前
年
度
に
比
べ
て

二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
十
五
億

九
千
六
十
六
万
六
千
円
）
の
増

と
な
り
ま
し
た
（
表
１
参
照
）。

今
年
度
の
予
算
の
決
定
に
当

た
り
、
歳
入
の
見
通
し
と
し
て

は
、
歳
入
の
根
幹
で
あ
る
市
税

収
入
の
う
ち
、
個
人
市
民
税
に

つ
い
て
は
、
納
税
義
務
者
数
の

増
に
よ
り
増
収
が
見
込
ま
れ
る

も
の
の
、
法
人
市
民
税
に
つ
い

て
は
、
企
業
収
益
の
悪
化
に
よ

り
、
減
収
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
国
か
ら
の
地
方
交
付

税
に
つ
い
て
は
、
特
別
枠
と
し

て
生
活
防
衛
の
た
め
の
緊
急
対

策
費
な
ど
の
増
額
確
保
が
な
さ

れ
た
こ
と
か
ら
増
額
が
見
込
ま

れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
繰
入
金
の
有
効

活
用
や
、
一
般
債
や
臨
時
財
政

対
策
債
並
び
に
退
職
手
当
債
の

利
用
に
よ
っ
て
、
歳
入
全
体
で

は
、
前
年
よ
り
も
若
干
の
増
額

と
な
る
予
定
で
す
。

一
方
、
歳
出
の
見
通
し
と
し

て
、
加
速
す
る
少
子
高
齢
化
な

ど
に
よ
る
社
会
構
造
の
変
化

や
、
社
会
保
障
関
係
な
ど
の
自

然
増
に
よ
る
義
務
的
経
費
の
増

加
が
続
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
今
年
度
は
前
年
度
以
上
に

所
要
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
今
年

度
も
引
き
続
き
厳
し
い
状
況
に

な
る
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

今
年
度
の
予
算
編
成
に
際
し

て
は
、
歳
入
と
歳
出
両
面
の
全

般
に
わ
た
り
全
庁
あ
げ
て
ボ
ト

ム
ア
ッ
プ
に
よ
る
抜
本
的
な
見

直
し
と
的
確
な
事
業
立
案
に
よ

る
予
算
配
分
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
財
源
の
効
率
的
・
効
果

的
な
重
点
配
分
に
努
め
、
債
務

解
消
を
図
り
つ
つ
も
必
要
な
事

業
に
つ
い
て
は
果
断
に
措
置
を

市では、今年度を「まちづくり」の新たな出発点
と位置付け、本市の将来像である「みなぎる活力と
やすらぎが調和するときめきのまち」の実現に向け
た“八つの目標”を掲げ、秩序ある都市形成や市民
サービスの向上などを進めていきます。

地域防災の充実と自然災害時の情報伝達手段の強
化をするとともに、自主防災組織、消防団、警察な
どと連携を深めて、安全・安心な地域社会の実現を
目指します。
○防災対策の推進 5,500万円

災害対策経費（462万円）
防災ラジオを市内公共施設などに配置して、

災害対策の充実を図ります。
○消防対策の推進 ２億2,300万円

消防水利整備事業費（1,488万円）
耐震性貯水槽（１基）を小松原２丁目新開公

園内に設置します。
○防犯体制の充実 3,500万円
○交通安全対策の推進 7,100万円
○安全な消費生活の推進 500万円

貴重な地下水と湧
ゆう

水
すい

の
保全、そして、起伏に富
み良好な景観の保全と景
観形成の促進および緑の
保全に努めるほか、地球
に優しい環境負荷の低減を進めます。
○公園・広場の充実 ３億2,300万円

緑化重点地区整備事業費（１億201万円）
相模が丘４丁目公園（仮称）の整備を実施し

ます。
○下水道・河川の整備 15億5,500万円
○地域環境の充実 １億6,400万円

桜並木維持管理事業費（1,842万円）
市内相模が丘・東原などの桜並木の剪

せん

定
てい

や伐

○医療体制の充実 27億2,300万円
○地域福祉の充実 １億9,200万円
○高齢者福祉の充実 ９億2,800万円

新規 あんしん賃貸支援事業費（24万円）
65歳以上の高齢者を対象に賃貸住宅を紹介し

委託します。
○障害者福祉の充実 11億8,100万円
○児童・母子等福祉の充実 28億5,700万円

妊婦健康診査事業費（6,245万円）
妊婦検診を５回から14回へ拡充します。

○低所得者福祉の充実 23億4,300万円

安全で快適性のある都市基盤整備による都市空間
の創出と、利便性あふれる交通体系の推進に努める
とともに、貴重な地下水を主水源とする水道事業の
円滑な運営を進めます。
○市街地の形成 3,600万円
○道路網の整備 ５億8,500万円

道路橋りょう塗装補修事業費
（1,820万円）

栗原小学校前歩道橋と東原歩道橋の塗装の塗
り替えをします。

相武台地区総合交通対策事業費
（１億2,352万円）

市道５号線の道路改良工事および市道17号線
の歩道改善工事を実施します。

○上水道事業の推進 1,200万円
○都市機能の充実 5,600万円

コミュニティバス運行事業費
（4,393万円）

ルートの見直し、試行運行を継続します。
輸送力推進事業費（256万円）

バス利用促進等総合対策事業補助金として、
携帯電話やパソコンから市内を走る路線バス
（神奈川中央交通）の位置情報をリアルタイム
に収集することができるシステムの普及に協力
します。

○健全な財政運営 44億1,800万円

八つの重点目標と施策

区　　　　　分 増　減（千円） 増減率（％） 

平成21年度会計別予算 表１ 

平成21年度（千円） 

685,486 

129,332 

△ 496,521 

520,296 

（5,296） 

454,229 

54,703 

662,039 

（147,039） 

243,111 

1,590,666 

（1,075,666） 

31,272,675 

12,539,384 

16,201 

5,004,998 

（3,687,398） 

4,821,538 

824,152 

23,206,273 

（21,888,673） 

3,098,930 

57,577,878 

（56,260,278） 

2.2 

1.0 

△ 96.8 

11.6 

（0.1） 

10.4 

7.1 

2.9 

（0.7） 

8.5 

2.8 

（1.9） 

一 般 会 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

水 道 事 業 会 計   

合 　 　 　 計   

（ 借換債を除く）  

国民健康保険事業 

老 人 保 健  

公共下水道事業 

（借換債を除く） 

介 護 保 険 事 業  

後期高齢者事業 

小 計  

（借換債を除く） 

特 

別 

会 

計 

※借換債とは現在償還中の地方債を条件のよい地方債に借り換えるもの
で、平成21年度借換債は、公共下水道会計の1,317,600千円です。 

市民一人当たりの予算の使い道 

平成21年１月31日現在 
市の人口　126,908人 

費 　 　 用  

民 生 費  

総 務 費  

公 債 費  

教 育 費  

衛 生 費  

土 木 費  

消 防 費  

議 会 費  

労 働 費  

農林水産業費 

商 工 費  

そ の 他  

合 計  

8万3,352円 

3万6,819円 

2万9,337円 

2万7,633円 

2万6,874円 

2万5,650円 

1万1,544円 

2,240円 

906円 

871円 

819円 

375円 

24万6,420円 

金　　　　額 

●用語解説 
歳　入 

歳　出 

市 税  
繰 入 金  
繰 越 金  
国 庫 支 出 金  
県 支 出 金  
市 債  
 
地 方 消 費 税  
交 付 金  
 
地 方 交 付 税  

人 件 費  
扶 助 費  
物 件 費  
公 債 費  
繰 出 金  
補 助 費 等  
普 通 建 設  
事 業 費  
維持補修費 
民 生 費  
総 務 費  
公 債 費  
土 木 費  
衛 生 費  
教 育 費  
消 防 費  

性
　
質
　
別 

目
　
的
　
別 

市民税や固定資産税など市に納められた税金 
積み立てられた資金などから引き出したお金 
前年度から繰り越したお金 
国から交付される補助金や負担金など 
県から交付される補助金や負担金など 
公共施設の整備などをするときに借りる市の借金 
県に納められた地方消費税の２分の１に相当する額を、
市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交
付されるお金 
国税として納められた後、地方公共団体の財政需要によ
り配分される税金 

市が自主的に収入できる財源 
国・県の意思により定められた額が交付される交付金、補助金などの財源 

市職員給与、市議会議員報酬などの経費 
児童手当、医療扶助などに支出される経費 
臨時職員賃金、業務委託料などの経費 
市の借金の元金と利子を支払うための経費 
一般会計と特別会計の間で、相互に支出される経費 
委託料、負担金、補助金、交付金などの経費 
 
道路の整備や公共施設建設のための経費 
 
公共用施設などの効用を保全するための経費 
高齢者や障害者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費 
住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費 
市の借金の元金と利子を支払うための経費 
道路、河川、公園などの整備のための経費 
ごみ処理や市民の健康維持・増進などに必要な事業のための経費 
小・中学校での教育、生涯学習などの経費 
消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費 

自 主 財 源  
依 存 財 源  

一 般 会 計 項 目 別 内 訳  

歳　入 歳出（性質別） 歳出（目的別） 

予算総額 
312億7,268万円 

予算総額 
312億7,268万円 

予算総額 
312億7,268万円 

自主財源 
208億8,406万円 
66.8％ 

市税 
181億2,129万円 
　　57.9％ 

市民税 
92億7,030万円 
　29.6％ 

固定資産税 
70億8,893万円 
22.7％ 

民生費 
105億7,797万円 
　　33.8％ 

総務費 
46億7,260万円 
14.9％ 　公債費 

37億2,307万円 
　　　11.9％ 

衛生費 
34億1,057万円 
10.9％ 

　　土木費 
32億5,525万円 
　　　　10.4％ 

　教育費 
35億691万円 
　　11.2％ 

民生費 
105億7,797万円 
　　33.8％ 

総務費 
46億7,260万円 
14.9％ 　公債費 

37億2,307万円 
　　　11.9％ 

衛生費 
34億1,057万円 
10.9％ 

　　土木費 
32億5,525万円 
　　　　10.4％ 

　教育費 
35億691万円 
　　11.2％ 

消防費 
14億6,497万円 

4.7％ 

その他 
6億6,134万円　2.2％ 

人件費 
75億4,599万円 
24.1％ 

扶助費 
67億4,974万円 
21.6％ 

  物件費 
42億6,580万円 
13.6％ 

繰出金 
36億4,239万円 
11.6％ 

公債費 
37億2,307万円 
　11.9％ 

人件費 
75億4,599万円 
24.1％ 

扶助費 
67億4,974万円 
21.6％ 

繰出金 
36億4,239万円 
11.6％ 

公債費 
37億2,307万円 
　11.9％ 

補助費等 
25億1,846万円 
8.1％ 

普通建設事業費 
15億7,565万円　5.0％ 

その他 
6億341万円　2.0％ 

その他の税 
17億6,206万円 
5.6％ 繰越金　6億4,700万円　2.1％ 

繰入金　8億4,809万円　2.7％ 

依存財源 
103億8,862万円 
33.2％ 

その他の自主財源 
12億6,768万円　4.1％ 

その他の依存財源 
10億652万円 
3.2％ 

地方消費税交付金 
9億564万円 
2.9％ 

市債 
27億5,740万円 
8.8％ 

国庫支出金 
35億5,071万円 

11.3％ 

自主財源 
208億8,406万円 
66.8％ 

市税 
181億2,129万円 
　　57.9％ 

市民税 
92億7,030万円 
　29.6％ 

固定資産税 
70億8,893万円 
22.7％ 

依存財源 
103億8,862万円 
33.2％ 

国庫支出金 
35億5,071万円 

11.3％ 

県支出金 
16億1,887万円 
5.2％ 

地方交付税 
5億4,948万円 
1.8％ 

維持補修費 
6億4,817万円　2.1％ 

安全・安心が漂い、
やすらぎのあるまち1

心豊かな子どもたちを
育む学校教育、市民が日
常生活の中で学べる生涯
学習の充実、スポーツレ
クレーション活動やこれ
まで伝承されてきた芸術
文化の推進を目指します。
○教育環境の整備 15億200万円

学校給食運営管理事業費（152万円）
現在のアルマイト食器からPEN樹脂製食器

へ３年計画で変更します（今年度は５校）。
○教育活動の充実 ３億900万円

学校管理経費（4,504万円）
少人数指導教諭非常勤職員を14人に増員しま

す。
○障害児教育の充実 2,700万円
○生涯学習の推進 １億4,100万円
○青少年の育成 6,500万円
○スポーツ・レクリエーションの振興 ３億1,900万円

市民体育館大規模修繕事業費（620万円）
市民体育館大体育室の床改修修繕を実施しま

す。
○市民文化の向上 ２億9,200万円

商工業や都市農業の
振興を図るとともに、
後継者育成や事業者の
活動拠点づくりの支
援、勤労者の生活安定
などに取り組み、生産
環境と居住環境が調和した活力ある「まち」を目指
します。
○都市農業の振興 4,800万円

農業用水路等整備事業費（1,050万円）
平成21年度から平成23年度の３カ年で、市道

再編交付金を活用

再編交付金とは、在日米軍の再編を円滑に進
めることを目的とする交付金制度です。市域に
キャンプ座間がある本市には、平成20年度分と
して6,412万３千円が交付されることになりまし
た。
市は、この交付金を乳がん・子宮がん検診の

対象を拡充するほか、大腸がん・胃がん検診な
ども含めたがん検診事業全体に活用して市民の
皆さんの健康増進に役立てることにしました。
また、この交付金は、今後９年間にわたって交
付されるので、市民の皆さんの安全安心な生活
環境の整備、教育福祉の充実、市民生活の向上
といった目的にも、活用の範囲を拡大していく
予定です。

栗原40号線農用地区域内道路の整備をします。
○商業の振興 3,900万円

信用保証料等一部補助事業費
（1,061万円）

信用保証料の補助限度額を15,000円から30,000
円に拡充します（今年度のみ）。

○工業の振興 3,800万円
○勤労者福祉の向上 １億1,500万円

地方分権型社会の一
層の推進が求められる
中、市民への積極的な
情報開示や分かりやす
い情報の提供を行い、
市民との協働による公
共サービスの提供やまちづくりを進めます。
○コミュニティ活動の推進 ３億6,900万円

栗原コミュニティセンター建設事業費
（２億3,984万円）

11月に開館を予定する（仮称）栗原コミュニ
ティセンターの建設工事を進めます。

○市民参加の推進 5,100万円
市議会中継施設整備事業費（221万円）

本会議の中継および録画を、インターネット
で配信するシステムを導入します。

○交流活動の推進 700万円

市是である基地の整理・縮小・返還を基本姿勢と
して、国の責任ある対応を強く求め、基地返還促進
等市民連絡協議会と連携し、力強くその着実な具現
化を求める取り組みを進めます。
○基地対策の推進 300万円

基地航空機騒音測定事業費（129万円）
航空機騒音オンライン装置で騒音を測定しま

す。

緑・環境を大切に、
快適でうるおいのあるまち2

保健・医療・福祉施策を充実し、
安心ぬくもりのあるまち3

住んで良かったとよろこびを
感ずることのできるまち4

豊かな人間性を育む教育活動と
環境整備の推進及びスポーツ文化の振興5

農・工･商の振興と連携強化
及び観光振興と雇用の創出6

市民と協働のまちづくり
及びコミュニティの強化推進7

基地への取り組みの実現8

充実

充実

継続

新規

充実

充実

新規

新規

継続

継続

新規

新規

充実

新規

充実

充実

継続

新規

継続
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。 

お 役 立 ち 情 報 満 載 ！ 

大型連休中も通常通り収集しま
す。「資源物とごみの分別収集カレ
ンダー」を確認の上、通常の集積場
に出してください。
担当 清掃課
�046（252）7659 �046（252）7641

秋に市内全域で実施する美化デー
の日程が、次のとおり決まりました。
○東部地区　10月18日（日）
※予備日は10月25日（日）です。
○西部地区　11月15日（日）
※予備日は11月22日（日）です。
詳しくは、本紙10月１日号でお知

らせする予定です。
担当 清掃課
�046（252）7659 �046（252）7641

平成19年度の市内のダイオキシン
類環境調査結果や大気、騒音、地下
水などの環境測定結果などをまとめ
た、平成20年度版「環境の概況」を
発行しました。市役所１階市民情報
コーナーで閲覧できるほか、１冊
810円（税込み）で販売しています。
ぜひご覧になり本市の現状を認識し
ていただくとともに、一人一人が率
先して環境保全に努められますよう
お願いします。
担当 環境対策課
�046（252）8214 �046（257）7743

◆身体・知的障害者①卓球・サウン
ドテーブルテニス大会②フライン
グディスク大会

○と　き　①６月７日②21日いずれ
も日曜日午前９時30分～午後３時

○ところ　県立体育センター（藤沢
市善行７-１-２）①スポーツアリ
ーナ②陸上競技場

○申込方法　①５月７日（木）②13日
（水）までに直接または電話（聴覚
障害のみファクス可）で担当へ

担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

○対　象　身体傷害者手帳１・２級
または療育手帳Ａ１・Ａ２の保有
者で、火災発生の感知と避難が著
しく困難な単身生活者、またはこ
れに準ずる世帯にある方

○補助金額　上限１万5,500円（税
込み）

※補助を受けるには、購入前に申請
が必要などの要件があります。詳細
は、担当にお問い合わせください。
担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

小・中学生の保護者で経済的にお

困りの方を対象に、就学費用の一部
を援助しています。援助内容は、学
用品や給食、医療、校外活動、修学
旅行などに掛かる費用です。
対象者の条件や申込方法など詳し

くは、学校を通じて保護者に配布さ
れる「就学援助制度のお知らせ」を
ご覧ください。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

自分たちで取り組んでみたいテー
マを基に、市の生涯学習講座を企画
運営してみませんか。広く市民に講
座への参加を呼び掛け、共に学習で
きるような「市民自主企画講座」を
募集します。
内容や公共性を考慮し、採用が決

定した講座については、市の事業と
して開催までを支援します。
○企画運営団体の条件　①市内で継
続的に活動している５人以上の会
員を擁すること②政治、宗教また
は営利を目的としないこと

○講座の課題　｢環境｣｢地域社会」
｢食育｣など社会全般にわたるもの

○助成金額　上限５万円
○申込方法　市役所５階生涯学習推
進課に備え付けの、または市ホー
ムページからダウンロードした委
託申請書、事業計画書、収支予算
書に記入し、５月15日（金）まで
に直接担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8472 �046（252）4311

主に子育てサークル会員同士が家
庭における子育てや教育の問題点、
子どもの発達段階などを学習する
「家庭教育講座」を企画運営する団
体を募集します。
内容や公共性を考慮し、採用が決

定した講座については、市の事業と
して開催までを支援します。
○企画運営団体の条件　①乳幼児の
親が構成する団体である（子育て
サークル、幼稚園などの保護者会
など）②乳幼児の親向けの講座を
企画、開催できる（年２回以上）
③政治、宗教または営利を目的と
しない

○講座の課題　子育て中の親が抱え
ている課題。例として「親子の触
れ合いと対話」「幼児期のしつけ」
「子どもの人権」など
○助成金額　上限３万円
○申込期限　５月22日（金）
※申込方法など詳しくは、担当にお
問い合わせください。
担当 生涯学習推進課
�046（252）8472 �046（252）4311

○と　き　①５月15日（金）②18日
（月）③19日（火）いずれも午前
９時～午後５時

○ところ　①厚木商工会議所５階
501号室（厚木市栄町１-16-15）②
③消防指令センター４階講堂

（相模原市中央２-２-15）
○対　象　甲種防火管理者の資格所
持者で、これから防災管理者にな
る予定の方

○定　員　①150人②120人③120人
（いずれも申込順）
○受講料　7,000円（テキスト代含む）
○申込方法　消防本部予防課と東・
北分署に備え付けの申請書に必要
事項を記入し、申請書記載の各担
当協会に持参（土曜・日曜日、祝
日を除く受付期間内に）またはフ
ァクスで

※受講料の払込方法は「郵便振込」
です。
担当 消防本部予防課
�046（256）2187 �046（256）3225

○と　き　①５月13日②６月17日い
ずれも水曜日午前10時～午後４時

○ところ　川崎市いさご会館（川崎
市川崎区宮本町３-３）

○対　象　防災センター要員講習修
了者で、これから自衛消防組織の
資格を取得する予定の方

○定　員　各150人（申込順）
○受講料　１万円（テキスト代含む）
○申込方法　消防本部予防課に備え
付けの申請書に必要事項を記入
し、申請書記載の提出先に提出

担当 消防本部予防課
�046（256）2187 �046（256）3225

いじめを早期に発見し対応するた
めに、電話で相談を受けるホットラ
インを開設しています。
○相談電話番号　�046（259）2164
○開設日時　月曜～金曜日午前８時
30分～午後６時

担当 教育指導課
�046（252）8732 �046（252）4311

平成21年１月１日～３月31日
（物件事故を含まず）

※火災・災害情報の問い合わせは、
テレホンサービス�046（251）1399へ。

地元農家が生産した新鮮な野菜
や、市の特産品などを販売する朝市
を次のとおり開催します。
○と　き　４月26日（日）午前７時

大型連休のごみ・資源物収集日程

～８時（雨天決行）
○ところ　市役所ふれあい広場（市
庁舎とハーモニーホール座間の
間。雨天時は市役所１階アトリウ
ム）

○販売品　地場産野菜、農産物加工
品、肉、肉加工品、花き、市指定
特産品

○持ち物　マイバック（買い物袋）
※朝市は毎月第４日曜日に開催して
います。
担当 農政課
�046（252）7601 �046（255）3550

○と　き　５月15日～６月12日　毎
週金曜日午後１時30分～３時（全
５回）

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）２階大会議室
○内 容　「江戸に咲く浮世絵の世
界」「江戸を地図にする」「江戸時
代の３大改革」「篤姫と和宮」ほ
か
※15日午後１時20分から開校式。
○定　員　50人（申込順）
○申込方法　直接または電話、ファ
クスで担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8472 �046（252）4311

座間のまちの変遷を空中写真で振
り返ります。
○と　き　５月１日（金）～31日（日）
午前９時30分～午後４時30分

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）１階常設展示室
○入　場　自由
担当 生涯学習推進課
�046（252）8431 �046（252）4311

○と　き　５月31日（日）午前９時
30分～午後５時

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）中体育室

○試合形式・部門　▽個人戦＝小学
1・２年生、小学３・４年生、小
学５・６年生男子、同女子、中学
生男子、同女子、一般▽団体戦＝
中学校別（３人制、男女混合）

○対　象　小学生以上の市内在住・
在勤・在学者、市剣道連盟会員

○参加費　800円（団体戦は無料）
○申込方法　５月８日（金）までに
はがきに住所、氏名、生年月日、
学年、性別、電話番号を記入し、
〒242-0006大和市南林間７-25-11
土田真彦あて郵送または電話で�
046（273）0406へ

担当 スポーツ課
�046（252）8177 �046（252）4311

◆第28回公民館まつり
【展示作品の募集】
○と　き　５月22日（金）～24日
（日）
○応募資格　原則として座間、入谷、
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新田宿、四ツ谷、明王、立野台に
在住・在勤の方

○募集規定　▽俳句・俳画＝近作雑
詠一人２句まで（短冊使用・Ａ３
の大きさまで）▽短歌＝近作雑詠
一人１首まで（色紙使用）▽川
柳＝自由題一人２句まで（短冊使
用）▽絵画・版画＝一人１点、日
本画・洋画・版画形式（Ｆ10サイ
ズ以内、額縁などはガラス不可、
掛軸は丈１�以内）▽彫塑・工
芸＝一人１点、展示可能な作品▽
書道＝形式などは自由、一人１点、
毛筆・硬筆（仮表装などの場合は
丈1�以内）▽写真＝一人１点、
白黒・カラー（パネル・額縁など
のサイズはキャビネ～四つ切・ワ
イド四つ切まで）▽手工芸＝一人
１点、展示可能な作品
※作品には題名、住所（市民でな
い在勤者は事業所名も）、氏名
（雅号の場合には本名を併記）、年
齢、電話番号等を明記のこと。

○応募方法　５月９日（土）と10
日（日）の午前10時～午後４時に、
直接市公民館２階資料室へ

○作品の搬入・搬出　▽搬入＝５月
21日（木）▽搬出＝24日（日）午
後４時～６月７日（日）午後５時
（月曜日を除く）

【バザーにご協力を！】
祭り当日にバザーと古本市を開催

します。ご不要の品（新品に限る。
飲食物は不可）がありましたら、５
月１日（金）～17日（日）に市公民
館にご持参ください。なお、お持ち
いただいた品物のバザー後の処理に
ついてはお任せいただきます。

◆北文おもちゃ病院
○と　き　５月９日（土） 午前10
時～正午（受け付けは午前11時30
分まで）

○内　容　壊れたおもちゃの修理
※修理できない物もあります。
○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　20人（先着順）
○費　用　無料
※部品代などが掛かる場合あり。
○参加方法　当日直接同センターへ
◆子育てわくわく学級　～心のまま
に ありのままに 元気なママに～

○と　き　５月15日～７月10日毎週
金曜日午前10時～11時45分（全９
回）

○内　容 「自分を大切に」「自分発
見」「元気なママ」「５行歌」「食
品表示と食の安全」「時事講座」
「耳をすませて」ほか
○定　員　30人（申込順）
○保　育　一人450円（おやつ代）
※保育説明会を５月８日（金）午
前10時から開催します。

○申込方法　４月28日（火）までに
電話またはファクスで同センター
へ

◆「親子で畑仕事」受講生募集
○と　き　５月23日～10月18日原則
毎月第４土曜日午前10時～正午
※10月18日（日）は収穫日。
○ところ　同センター、相模が丘一
丁目の畑

○内　容　サツマイモの苗植えから
草取り、収穫までを学び、焼き芋
を楽しむ

○対　象　市内在住の小学生と親
○定　員　30人（10組）程度（申込
順）

○持ち物　水筒、着替え、帽子など

※詳細は申し込み時に通知しま
す。

○申込方法　４月30日（木）までに
直接または電話、ファクスで同セ
ンターへ

◆北文市民セミナー「健康講座」
○と　き　５月26日（火）、６月２
日（火）、11日（木）、20日（土）、
25日（木）午後1時30分～３時30
分（全５回）

○内　容　「糖尿病とメタボ対策」
「手にしびれありませんか？」「気
になるおしっこの話」ほか

○定　員　30人（申込順）
○対　象 18歳以上（高校生を除く）
の市内在住・在勤者

○申込方法　４月30日（木）までに
直接または電話、ファクスで同セ
ンターへ

◆サマーアイランド子ども・おとな
実行委員募集
毎年夏休み恒例の祭り「サマーア

イランド」の実行委員を募集します。
○期　間　５月９日（土）～９月毎
月１回程度
※５月９日は午前10時～正午。
○内　容　祭りの企画・運営
○対　象　小学４年生以上
○申込方法　５月８日（金）までに
直接または電話、ファクスで同セ
ンターへ

◆こどもの日スペシャル！
○と　き　５月５日（火）午前10時
～午後３時

○内　容　ミニクッキング（先着10
人、材料代200円）、折り紙、ビー
ズ・ボール遊びほか

○対　象　市内在住の小学生
○申込方法　当日直接同センターへ
【ボランティア募集】
○募集人数　10人程度
○応募資格　市内在住・在学・在勤
の中学生以上30歳以下の方

○と　き ５月５日（火）午前９時
30分～午後３時

○内　容　当日の催しの手伝い
○応募方法　氏名、年齢、学校（勤
務先）、学年、住所、電話番号を
５月１日（金）までに直接または
電話、ファクスで同センターへ

◆感謝の花をアレンジメント
○と　き　５月９日（土）午前10時
～正午

○内　容　母の日の贈り物を作る
○対　象　市内在住の小学生
○定　員　30人（多数抽選）
○参加費　650円（材料代）
○持ち物　筆記用具、手ふき用タオ
ル、作品を持ち帰るための袋

○申込方法　往復はがき１枚に参加
者一人の氏名、ふりがな、学年、
住所、電話番号を記入し「感謝の
花」と明記の上、４月24日（金）
までに同センターあて郵送（直接
の場合は返信用はがきを持参）

◆トライ！ペーパーフロアホッケー
○と　き　５月31日（日）午後１時
～４時

○内　容　新聞紙でスティックを作
り、扱い方やルールを学びゲーム
を楽しむ

○対　象　市内在住の小学生と保護
者

○定　員　24人程度（多数抽選）

○持ち物　新聞紙二日分、牛乳パッ
ク（立体のまま）２本、布ガムテ
ープ、靴下（履いていれば良い）

○申込方法　往復はがきに参加者の
氏名（ふりがな）、学年（年齢）、
住所、電話（ファクス）番号を記
入し「トライ！ペーパーフロアホ
ッケー」と明記の上、５月５日
（火）までに郵送またはファクス
で同センターへ（直接の場合は返
信用はがきを持参）

◆子どもシアター
○と　き　４月26日（日）午前10時
30分～正午

○内　容　「ニホンザル母の愛」
「忍たま乱太郎　風林火山の段」
○入　場　自由

◆ストレッチ体操
○と　き　５月10日（日）午前９
時30分～11時30分

○内　容　ストレッチ体操のポイン
トと効果、筋肉疲労の対策ほか

○対　象　18歳以上のスポーツ競技
者・指導者・愛好者、運動不足気
味の方

○定　員　100人（申込順）
○講　師　元バレーボール全日本女
子代表監督　岩本洋さん

○持ち物　運動着、体育館用靴、タ
オル

○参加費　500円
○申込方法 ５月９日（土）までに
参加費を添えて直接体育館へ
※現金の取り扱いは午後５時ま
で。電話予約の場合は、申し込み
後１週間以内に手続きを。

◆児童館・児童ホーム代替職員
（日々雇用職員）
○募集人数　若干名
○応募資格　子育て支援に熱意のあ
る方

○業務内容　小学生の保育業務
○勤務期間　５月１日～平成22年３
月31日

○勤務日時　月曜～日曜日（祝日を
除く）の指導員不在日午後１時～
６時30分（土・日曜日、学校の長
期休暇期間中は午前９時～午後６
時30分）

○賃　金　市規定による
○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、４月20
日（月）までに本人が担当に持参

担当 子育て支援課
�046（252）7969 �046（252）7043

○コール・カノン　スプリングコン
サート

▽とき＝４月26日（日）午後２時～
▽ところ＝海老名市文化会館小ホー
ル▽内容＝グノーミサ曲アベマリ
ア、中山晋平10のメロディーよりシ
ャボン玉ほか▽定員＝335人▽入場
料＝800円（会場にて当日券あり）
▽問い合わせ先＝�046（253）8397
（塩野）

○エコキャップ収集　～ポリオワク
チンを世界の子どもたちに

▽とき＝４月29日（水）午前９時～
午後２時▽ところ＝市緑化まつり会
場内座間青年会議所コーナー▽内
容＝ペットボトルキャップの収集
（キャップ50個持参者に花苗をプレ
ゼント）▽問い合わせ先＝�046
（254）7464（片野）
○「宗

そう

美
み

会」作品展
▽とき＝５月１日（金）～31日（日）
午前10時～午後４時（31日は正午ま
で）▽ところ＝宗仲寺内ギャラリー
（座間１丁目）▽内容＝書・油彩・
写真ほか▽入場料＝無料▽問い合わ
せ先＝�046（251）3438（吉越）
○目久尻川クリーンアップ大作戦～
つなごう みんなで ふるさとの川

▽とき＝５月10日（日）午前９時～
11時30分（雨天の場合は17日に順延）
▽集合場所＝上栗原橋、栗原交番そ
ば三叉路広場▽内容＝市内目区尻川
の上流（岡田橋）から下流（寒川橋）
までの清掃▽参加方法＝当日直接集
合場所へ▽問い合わせ先＝座間のホ
タルを守る会�046（254）6606（脇田）
○消費者住宅セミナー
▽とき＝５月10日（日）午後１時30
分～４時30分▽ところ＝厚木市ヤン
グコミュニティセンター▽内容＝
「後悔しない家づくり“業者選びと
工事”のチェック法」▽定員＝35人
（申込順）▽費用＝１家族500円▽申
込方法＝電話でNPO法人消費者の
ための住宅塾�045（803）5604へ
○座間市点訳サークルあかり会「点
訳初級講座」

▽とき＝５月12日～７月14日毎週火
曜日午前10時～正午（全10回）▽と
ころ＝サニープレイス座間▽定員＝
20人（申込順）▽費用＝無料▽申込
方法＝電話で市社協ボランティアセ
ンター�046（266）2002へ

○フィットネス「フライディーズ」
▽とき＝原則①第１・第３②第２・第
４金曜日午前９時30分～▽ところ＝
①東原コミュニティセンター（予定）
②東地区文化センター▽内容＝フィ
ットネス▽会費＝月額2100円▽連絡
先＝�090（1705）0627（伊藤）
○相模野剣友会
▽とき＝毎週火曜・土曜日午後５時
30分～▽ところ＝相模野小学校体育
館▽会費＝月額1000円（別に保険料
年額600円）▽連絡先＝�046（252）
8276（川

かわ

内
ち

）
○大正琴「相武台琴の会」
▽とき＝原則毎月２回火曜日午後１
時～３時▽ところ＝相武台コミュニ
ティセンター▽会費＝月額2000円▽
連絡先＝�046（254）2488（木本）
○アート・レインボー
▽とき＝原則月３回▽ところ＝相模
が丘コミュニティセンター▽内容＝
水彩画、デッサン▽連絡先＝�046
（255）3155（小林）

おわびと訂正
本紙４月１日号３面の『「妊婦健

康診査受信票」を「妊婦健康診査費
用補助券」に変更』の補助券の使用
できる医療機関に誤りがありまし
た。「相模原市を除く」となってお
りますが、相模原市の医療機関でも
ご使用いただけます。おわびして訂
正します。

市内の交通事故件数

消防・救急車出動件数

「秋の美化デー」日程

平成20年度版「環境の概況」を刊行

県障害者スポーツ大会

火災報知器の購入費用を補助

小・中学校の就学費用を補助

市民自主企画講座を募集

家庭教育講座
企画運営団体を募集

防災管理新規講習会

自衛消防業務追加講習会

子ども「いじめ」ホットライン

ざま市民朝市

立正大学デリバリーカレッジ
「江戸の魅力探訪」

常設展示「空から見た座間」展

市総合体育大会　～剣道

市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

北地区文化センター
�042（747）3361 �042（747）8542

東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789

青少年センター
〒228-0023立野台１－１－４
�046（253）8411 �046（259）2163

図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

スカイアリーナ座間
�046（255）0077 �046（255）1188
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市の伝統行事、大凧まつりが今年も５月４日（月）５日（火）に開催し
ます。
製作中の大凧は、100畳敷き（13メートル四方）で、重さ約１トンの迫

力ある大きさです。なお、今年の凧文字は「輝郷」です。
会場周辺には駐車場がないため、車での来場はご遠慮ください。当日は

無料のシャトルバスを座間駅と市役所から運行する予定です。
なお、４日が雨天の場合は５日のみ、５日が雨天の場合は４日のみ開催

し、両日とも雨天の場合は中止になります。
担当 商工観光課 �046（252）7604 �046（255）3550

市では市国際交流協会に委託して、本市の姉妹都市である米国スマーナ
市への中学・高校生の派遣団員を募集します。これは、スマーナ市との友
好を促進して相互理解を深めるとともに、派遣する団員がホームステイを
通して国際的な視野を養うことを目的にしています。スマーナ市では、同
年代の青少年がいる家庭にホームステイをして、学校体験や市民との交流、
各種施設訪問などをします。多くの皆さんの応募をお待ちしています。
○派遣時期　８月３日（月）～16日（日）
○派遣先　米国テネシー州スマーナ市
○活動内容　ホームステイによる異文化体験など
○対　象　中学・高校生
○定　員　20人
○応募資格　市内に在住し、次のすべてに該当する健康な方①国際交流に
興味があり、積極的に行動ができる②本市の代表としての自覚を持ち、
協調性に富み、計画に従って規律ある団体行動および生活ができる③保
護者の同意がある④過去に本事業で姉妹都市へ渡航したことがない⑤研
修を含めた日程に参加可能
○費　用　12万円
※パスポート申請、保険およびその他の個人的な費用は自己負担。

○応募方法　担当または市国際交流協会事務局にある申込書に必要事項を
記入し、４月15日（水）から５月15日（金）までに直接または郵送で〒
228-0027座間市座間２－2887－２商工会館内座間市国際交流協会事務局
へ提出（郵送の場合は締切日消印有効）
○選考方法　第一次選考＝５月31日（日）、第二次選考＝６月７日（日）
○申込・問い合わせ先　座間市国際交流協会事務局（月・水・金　午前９
時から午後４時）��046（251）9000
担当 渉外課　�046（252）8035 �046（252）0220

３月下旬から自治会を通じて配布中の「座間市
市勢ガイド」について、「さがみ野二丁目」が表
記されるべき場所に「さがみ野三丁目」が重複し
て表記されていました。正しくは、右図赤枠内の
とおりです。お詫びして訂正します。
担当 情報推進課

�046（252）8321 �046（252）0220

「座間市市勢ガイド」お詫びと訂正

（
市
民
一
人
当
た
り
約
四
十
三

万
円
）
と
い
う
多
額
の
費
用
を

投
じ
て
い
ま
す
（
表
１
参
照
）。

多
額
の
費
用
を
掛
け
た
施
設
を

有
効
に
利
用
す
る
に
は
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
接
続
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

下
水
道
法
で
は
、
公
共
下
水

道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合

は
、
遅
滞
な
く
そ
の
土
地
の
下

水
を
公
共
下
水
道
に
流
入
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
排
水
設
備
を

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

定
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
接
続

は
生
活
環
境
の
向
上
や
河
川
な

ど
の
水
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ

と
に
も
役
立
ち
ま
す
。
未
接
続

世
帯
は
一
日
も
早
く
接
続
し
て

く
だ
さ
い
。

公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
区
域
の
方
は
、

公
共
下
水
道
に
流
し
込
む
た
め

の
排
水
設
備
工
事
を
、
く
み
取

り
便
所
は
三
年
以
内
に
、
浄
化

槽
の
場
合
に
は
遅
滞
な
く
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
下
水
道
法

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

工
事
は
自
費
施
工
で
、
市
指
定

の
工
事
店
で
な
い
と
施
工
で
き

ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
公
共
下
水
道
へ
の

接
続
の
促
進
や
水
洗
便
所
の
普

及
の
た
め
、
助
成
制
度
と
融
資

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
対
象

は
い
ず
れ
も
公
共
下
水
道
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
日
か

ら
三
年
以
内
に
工
事
す
る
方
で

す
。
助
成
・
融
資
額
は
次
の
と

お
り
で
、
取
り
扱
い
金
融
機
関

は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

〈
助
成
制
度
〉

●
く
み
取
り
便
所
の
改
造
工

事
＝
く
み
取
り
口
一
箇
所
に

つ
き
一
万
円

●
家
屋
が
二
戸
以
上
あ
る
私
道

内
に
、
排
水
設
備
を
設
置
す

る
工
事
＝
工
事
費
の
三
分
の

二
以
内
の
額

〈
融
資
制
度
〉

●
住
宅
を
公
共
下
水
道
に
接
続

す
る
た
め
の
排
水
設
備
工
事

表１　管渠建設費の推移 

参考　市内人口（３月１日現在）128,245人 

昭和47年～ 

　平成18年度 
538億1403万2000円 

平成19年度 ８億1771万1000円 

平成20年度（見込額） ８億7449万9000円 

合　　計 555億0624万2000円 

平成21年度（予算額） ８億5310万4000円 

きょ 

表２　助成・融資制度取扱金融機関 

※横浜銀行での融資手続きは、相模大野支店で実施します。 

さがみ農業協同組合座間支店 �046（251）0033 

さがみ農業協同組合栗原支店 �046（253）1733 

城南信用金庫相武台支店 �046（255）1241 

中央労働金庫座間支店 �046（255）1155 

平塚信用金庫座間支店 �046（254）6111 

平塚信用金庫相模台支店 �042（744）1331 

平塚信用金庫ひばりが丘支店 �046（256）1110 

平塚信用金庫海老名支店 �046（231）1088 

八千代銀行相武台支店 �046（254）9111 

八千代銀行南林間支店 �046（274）7771 

横浜銀行座間支店 �046（252）1111 

横浜銀行相模台支店 �042（744）1231 

横浜銀行座間駅前支店 �046（251）5151

金融機関名 電　話 

市
は
、
皆
さ
ん
が
清
潔
で
快

適
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、

公
共
下
水
道
の
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。

公
共
下
水
道
は
、
河
川
な
ど

の
水
質
を
保
全
し
、
周
辺
環
境

の
改
善
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

公
共
下
水
道
の
機
能
を
十
分
に

生
か
す
た
め
に
は
、
下
水
道
の

接
続
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

新
た
な
供
用
開
始
区
域
は
、

緑
ケ
丘
三
丁
目
の
一
部
、
広
野

台
一
丁
目
の
一
部
、
ひ
ば
り
が

丘
二
丁
目
の
一
部
、
相
武
台
四

丁
目
の
一
部
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
市
内
の
整
備
面
積
は
、
合
計

一
一
九
二
・
九
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

に
な
り
、
事
業
認
可
面
積
一
二

六
一
・
一
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
対

す
る
整
備
率
は
、
九
四
・
五
九

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。

詳
細
は
、
担
当
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
供
用

開
始
区
域
の
方
々
に
は
、
資
料

を
配
布
す
る
予
定
で
す
。

市
の
下
水
道
施
設
の
建
設
に

は
、
昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
今

ま
で
に
、
約
五
百
五
十
五
億
円

費
＝
限
度
額
五
十
万
円
（
無

利
子
）

担
当

下
水
道
課
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定額給付金および子育て応援特別手当の申請書の発送を開始しました。
同封のお知らせ・記入方法をよく確認していただき、お早めに申請してください。

○申請期限　平成21年10月13日（火）当日消印有効

●定額給付金について詳しくは　政策課定額給付金担当　�046（206）0127 ●子育て応援特別手当について詳しくは　子育て支援課　�046（252）7201
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